
【経済建設常任委員会所管事務調査報告書 】 

 

１．調査年月日 

令和７年７月２３日（水）午後１時３０分～午後４時３０分 
 

２．所管事務調査項目 

工業団地について【経済部 企業誘致課】 
午後１時３０分～午後２時００分 
 
桜山公園樹上遊具について【鬼石総合支所 にぎわい観光課】 
午後３時１５分～午後３時５５分 

３．選定理由 

＜工業団地について＞ 
工業団地の誘致は、人口や経済の首都圏一極集中、それに伴う地方の人口減少を是正する

目的で取り組まれており、藤岡市においても交通アクセスを生かし、これまでに多くの工業
団地の整備に取り組み、地域経済の活性化、雇用の創出、税収の増加と成果を上げています。 

しかし、工業団地の誘致はメリットだけではなく、地域の環境が変わることで様々な近隣
住民とのトラブルが発生してしまうケースもあります。 

工業団地の整備段階では、近隣住民への詳細な説明、企業誘致後でも近隣住民の声を聞き、
来る前から来た後まで引き続き地域に歓迎される工業団地にする必要があります。 
 経済建設常任委員会では、すでに造成が完了した１６団地及び、新たに工業団地造成事業
が進んでいる西部工業団地（第３期）、藤岡インターチェンジ西産業団地（第２期）の現状
について把握するため、所管事務調査を行いました。 
 
＜桜山公園樹上遊具について＞ 

桜山公園は平成７年に約２１万人の観光客が訪れた観光スポットであるが、公園全体の
老朽化や来園者のライフスタイルの変化により、平成２９年には６万人台にまで減少して
しまいました。 
 藤岡市のシンボルとして人に優しい公園、満足できる公園として、多くの人に来園いただ
けるよう四季を通じての誘客を促進し、地域産業の発展と地域経済の活性化に寄与する整
備をしていく必要があります。 
 経済建設常任委員会では、来園者を増やすために令和 7 年４月に整備された樹上遊具の
現状を把握するため、所管事務調査を行いました。 



４．調査内容 

工業団地について 

① 現状について 
＜西部工業団地（第３期）＞ 
・所 在 地 藤岡市中大塚、下大塚、本動堂地内 
・事業主体 藤岡市土地開発公社 
・団地面積 約１４９，０００平方メートル ・分譲面積 約１１８，０００平方メートル 
・緑地面積 約５，９００平方メートル   ・調整池面積 約１３，５００平方メートル 
・総事業費 約３，０４０，０００千円（概算） 
・同 意 率 ９０．９８％（６／３０現在）※地権者等数１２２人のうち１１１人が同意 
・そ の 他 オーダーメイド方式を採用予定（区画割、造成高、出入口等） 
 
今後の事業スケジュール 
令和７年１２月頃 市街化区域編入 
令和８年１月上旬 事業用地買収（～令和８年３月） 
令和８年度    分譲企業募集／決定（企業誘致選定委員会にて分譲企業選定） 
         測量設計（～令和９年度上期） 
         埋蔵文化調査（～令和１０年度下期） 
令和９年度下期  造成他工事（～令和１１年度上期） 
令和１１年度   分譲契約／土地引渡し 
 
＜藤岡インターチェンジ西産業団地（第２期）＞ 
南地区 
・所 在 地 藤岡市本動堂、篠塚地内 
・事業主体 藤岡市土地開発公社 
・団地面積 約５３，０００平方メートル  ・分譲面積 約４３，０００平方メートル 
・緑地面積 約１，９００平方メートル   ・調整池面積 約４，９００平方メートル 
・総事業費 約９３３，０００千円（概算） 
・同 意 率 ９６．９２％（６／３０現在）※地権者等数６５人のうち６３人が同意 
・そ の 他 オーダーメイド方式を採用予定（区画割、造成高、出入口等） 
 
北地区 
・所 在 地  藤岡市中、篠塚地内 
・事業主体 藤岡市土地開発公社 
・団地面積 約４１，０００平方メートル  ・分譲面積 約３１，０００平方メートル 
・緑地面積 約１，３００平方メートル   ・調整池面積 約６，６００平方メートル 



・総事業費 約１，０４１，０００千円（概算） 
・同 意 率 ９５．６５％（６／３０現在）※地権者等数２３人のうち２２人が同意 
・そ の 他 レディメイド方式を採用予定（区画割） 

※一部オーダーメイド方式を採用予定（出入口等） 
 

今後の事業スケジュール（南地区・北地区共通） 
令和７年１２月頃 市街化区域編入 
令和８年１月上旬 事業用地買収（～令和８年３月） 
令和８年度    分譲企業募集／決定（企業誘致選定委員会にて分譲企業選定） 
         測量設計（～令和９年度上期） 
令和９年度下期  造成他工事（～令和１１年度上期） 
令和１１年度   分譲契約／土地引渡し 
 
② 課題について 
・土地所有者に高齢者が多く、本人死亡により法定相続人が増える場合がある。 
・労務単価の上昇などにより概算事業費が増加することから、これまでの工業団地の分譲単

価とのバランスを考慮したうえで適切な単価設定を行う必要がある。 
・三本木工業団地の建設計画が履行されない区域は、改善を求める協議をし、令和７年９月

１日に建設工事を開始、令和８年４月１日には操業開始する旨の工場等建設計画変更承認
申請書が提出され、計画変更について承認。計画どおりに操業開始となるか注視する必要
がある。 

 
③ 今後について 
・西部工業団地（第３期）事業及び藤岡インターチェンジ西産業団地（第２期）事業におい

て、市街化編入後に用地買収となる。地権者は約２００名で所在地は北海道、兵庫県、国
外の方もいるので、契約事務を速やかに行うため、事前の説明が重要。 

・企業誘致活動として、工業団地ガイドを作成し、大手ゼネコンや金融機関等へ送付し個別
対応している。また、東京ビックサイトで開催された企業立地フェアへ参加。 

・企業誘致に特化したＰＲ動画を作成中。ＳＮＳ等を活用した情報発信も行っていく。 
 
④ 質疑 
委員からは以下のような質疑があった。 
 
問  事業主体が土地開発公社組織となっていますが、組織図を伺います。 
答  理事長は市長。常任理事は経済部長（現在）。理事は商工会議所より石井常議員、企

画部長、森林環境部長、都市建設部長、鬼石総合支所長、上下水道部長。事務局は企
業誘致課長をはじめ５人体制で兼務しています。なお、本来は副市長が常任理事とな
りますが、不在のため現在は経済部長が常任理事となっています。 



問  新たに造成する２地区３団地で、同意率が１００％となっていない理由を伺います。 
答  理由としましては、地権者の多くの方々が高齢であることが要因となります。これは、

地権者の方が亡くなってしまうと、その方のお子様等の代に相続権が移るため、遺産
分割協議等で時間がかかる場合があり、１００％とならない状況が生じることとな
ります。また、西部工業団地（第３期）においては周辺環境が変化することに厳しい
意見をもった方もいます。丁寧な説明を行いながら賛同をいただけるよう対応して
います。 

 
問  三本木工業団地は、訴訟があったり、様々な課題があった場所である。その中で、１

区画建築工事が始まっていない区画があるがどのようになったか進捗を伺います。 
答  三本木工業団地の訴訟にあたっては、市が勝訴していますが、当時、進出企業が少な

いのでは、ということも懸念されていましたが、完売している状況です。一方で、サ
ンキン㈱が取得した２区画のうち、１区画に関し、土地開発公社が求める形態で操業
が開始できていない状況となっています。本件につきましては、監査委員でもある冬
木委員より、好ましくない状況を是正すべきとのご助言をいただいた中で、サンキン
㈱の役員と協議を重ね令和７年９月に工事着工・令和８年３月竣工・令和８年４月に
操業開始することで調整を完了させていただいております。 

 
問  東平井工業団地（第２期）においては、調整池を深くし面積を狭く整備した経緯があ

るが、その理由を伺います。 
答  東平井工業団地（第２期）の排水に関しては、鮎川に接続し排水をしております。本

件に関しては、周辺排水路との接続を検討した中で、深くすることが可能であると判
断し整備しましたが、そのことにより地下水に影響が出てしまい周辺地域で地下水
を利用している方々にご迷惑をかけた経緯があります。今後、新たに整備する工業団
地の造成にあたっては、同じようなことが生じないよう十分に配慮していく考えで
おります。 

 
⑤ 所感 

西部工業団地（第３期）及び藤岡インターチェンジ西産業団地（第２期）の造成事業は、
今まで住民説明会を開催し、変化する地域環境に対して地域住民から様々な意見や要望を
聞き入れ、計画に反映させることで本市と地域お互いにメリットある計画となっていきま
した。 

今回、経済建設常任委員会の所管事務調査を行いましたが、委員からは用地買収同意率の
進捗についての追及や、分譲契約・土地引渡し後の操業開始ができていない事例について追
及がありました。事業スケジュールどおり計画が進行できるか前例を踏まえ注意点の確認
があり、土地引渡し後も企業との連携の重要性が確認されました。 

企業誘致活動については、近年ＳＮＳを活用したＰＲが盛んであることもあり、ＳＮＳを
活用した動画資料の作成、企業立地フェアへ参加しＰＲしていると説明を受けました。 



西部工業団地（第３期）及び藤岡インターチェンジ西産業団地（第２期）の造成事業がい
よいよ市街化区域編入される年になりました。スケジュールどおり工業団地が整備され地
域経済の活性化、雇用創出、税収増加につながる優良企業が誘致されることで、市民や地域
住民より評価いただけます。大規模な事業となっているため、引き続きスケジュールと誘致
活動の進捗を注視していかなければなりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桜山公園樹上遊具について 

① 現状について 
遊具の概要 
・全国３５か所に展開する「フォレストアドベンチャー」が設置するネット遊具。 
・本市の遊具は、横浜市、福岡市、龍ヶ崎市に次ぎ４例目。 
・ナラやクヌギを活用し、地上約２～８メートルの高さにワイヤーとネットを張り巡らせた

コース内に、トランポリンのように遊べるネットの籠や、ロープを頼りにワイヤーの上を
渡るなどのアクティビティを備えています。 

・コースの周辺はネットで囲まれており、命綱なしで小さな子どもから大人まで幅広い世代
で楽しむことができます。 

営業 
・営 業 日 原則、土日祝祭日。夏休み及び春休み期間に限り、月曜日を除く平日も営業。 
・営業時間 午前１０時から午後４時まで（受付開始午前９時３０分、最終受付午後３時） 
・営業形態 定員１５名として１時間ごとに開放。最大１日９０名。 
・利用料金 １，０００円／人 
・利用条件 体重１００キログラム以下、身長９０センチメートル以上。 

自己責任で遊べること。 
未就学児及び障がい者は保護者等の同伴が必要。この場合、同伴者は無料。 

第一委員会室において説明を受ける 三本木工業団地における現地調査



利用までの流れ 
①予約（電子・電話） 
  ↓ 
②受付（ルール・禁止事項の説明、誓約書及び料金の徴収） 
  ↓ 
③安全講習の開催・コースの開放 
  ↓ 
④巡視及び注意喚起 
  ↓ 
⑤退場管理（終了１０分前・５分前アナウンス） 
 
利用実績（令和７年７月１３日現在） 
利用人数 

利用者の居住地域構成 
県外：１５．５％ 市外：７２．３％ 市内：１２．２％ 
 
アンケート結果 
１．桜山アドベンチャーコースを知ったきっかけ 

ＳＮＳ：７４．２％ 家族・友人：１２．９％ ネット：４．０％ 市ＨＰ：９．７％ 
２．満足度 

・遊具について 
満足：６４．５％ やや満足：３２．３％ やや不満足：３．２％ 

・料金について 
普通：６１．３％ 安い：２２．６％ 高い：１６．１％ 

 
② 課題と対策について 
＜定員管理＞ 

ＳＮＳ効果により利用希望者が増えたが、予約が埋まっている場合、来園しても利用でき
ない方がいた。⇒市ＨＰ・ＳＮＳでの予約を徹底するように周知を行う 
＜熱中症対策＞ 

屋外のため熱中症の危険性がある。⇒熱中症指数計（ＷＢＧＴ計）による危険度の監視・

 月 営業日数 組数 大人 子ども 合計 稼働率
 ４月 ６日 １５２組 １６９人 ２６４人 ４３３人 ８０．２％
 ５月 ７日 １６０組 １９７人 ２８９人 ４８６人 ７７．１％
 ６月 ８日 １２６組 １６３人 ２４４人 ４０７人 ５６．５％
 ７月 ４日 ４１組 ４５人 ７８人 １２３人 ３４．２％
 計 ２５日 ４７９組 ５７４人 ８７５人 １，４４９人 ６２．０％



啓発、ドリンクホルダーの無料貸出し、塩分タブレットの無料配布、ミストシャワーの設置。 
＜みんなのカフェしきの稼働率低下＞ 

遊具の人気が出る一方でカフェの稼働率は低下してしまった。⇒ＨＰによる周知、過去の
出店社に対し遊具がオープンしたことを伝え出店を促す。 
 
③ 今後について 

安全管理を徹底し、冬桜とともに桜山公園の新たなシンボルとして藤岡市への誘客に努
めていく。 
 
④ 所感 

桜山公園樹上遊具設置事業は多くの人に来園いただき、そこから地域産業の発展と地域
経済の活性化を見越した事業です。 

今年４月に設置され開始からおよそ３か月が経過しました。近年来場者が減少している
桜山公園ですが、利用実績から子ども達が楽しめ同伴者として大人も呼び込める事業とし
て十分に成果が出ており、藤岡市のシンボルとして人に優しい公園、満足できる公園に寄与
していることがアンケート結果より考察されます。 

利用者の居住地域においては、市外・県外からの来場者が９割近くを占め、また桜山アド
ベンチャーコースを知ったきっかけでは、ＳＮＳと答えた来場者が７割以上という事です。 

来場者がＳＮＳで子どもが楽しそうにしている写真を掲載することで、市外・県外へと情
報が広く拡散し、それを目にしたことで来場されるケースが成功実績と考えます。 

一方、みんなのカフェ「しき」の稼働率が低下してきている問題が発生しています。桜山
アドベンチャーコースは交流人口の増加が期待でき、ＳＮＳが活発に利用されているので、
樹上遊具とともに桜山公園の良さや、みんなのカフェ「しき」、売店の商品等を来場者に発
信してもらえるよう、来場者の考えを分析し相乗効果につなげる工夫を研究していく必要
があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

みんなのカフェ「しき」において 
説明を受ける

桜山アドベンチャーコース前で集合写真



以上のとおり、報告いたします。 
 
令和７年１１月７日 

経済建設常任委員会      
委員長  加 部 雄一郎  

 
副委員長 丸 山   保  

 
委員   関 口 茂 樹  

 
小 西 貴 子  

 
窪 田 行 隆  

 
冬 木 一 俊 


